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平
成
28
年
度
の
坂
城
町
当
初
予
算
が
、
３

月
定
例
会
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
総
額
は
60
億
３
，
０

０
０
万
円
で
、
南
条
小
学
校
建
設
事
業
費
の

予
算
計
上
が
あ
っ
た
前
年
度
と
比
べ
て
△
12
・

７
％
、
８
億
８
，
０
０
０
万
円
の
減
額
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
特
別
会
計
に
つ
い
て
は
、
高
齢
社
会

に
対
応
す
る
た
め
介
護
保
険
特
別
会
計
、
後

期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
が
増
額
と
な
り
ま

し
た
が
、
特
別
会
計
全
体
で
は
１
・
１
％
の
減

額
と
い
う
状
況
で
す
。

　
平
成
28
年
度
は
、『
第
５
次
長
期
総
合
計
画

後
期
基
本
計
画
』
の
５
か
年
が
ス
タ
ー
ト
し
、

前
年
度
に
策
定
し
た
『
坂
城
町
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
』

と
『
坂
城
町
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合

戦
略
』
に
基
づ
き
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
、

産
業
構
造
の
革
新
、
環
境
問
題
、
国
際
化
、

情
報
化
へ
の
対
応
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、ト
ー

タ
ル
メ
デ
ィ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
「
つ
な
が

る  

あ
ん
し
ん  

坂
城
町
」
構
想
推
進
事
業
、

さ
か
き
ワ
イ
ナ
リ
ー
形
成
推
進
事
業
、
坂
城
ス

マ
ー
ト
タ
ウ
ン
構
想
推
進
事
業
と
い
っ
た
重
点

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
み
、「
人
が
と
も
に
輝

く
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
」の
構
築
を
目
指
し
ま
す
。

区 分

一 般 会 計

特 別 会 計

有 線

住 宅 資 金

国 保

下 水 道

介 護 保 険

後期高齢者

内

訳

28年度 27年度 比較
A－B＝C

増減率％
C／ B予算額 B構成比％ 構成比％

6,030,000

4,315,055

34,220

2,761

1,856,546

820,447

1,416,241

184,840

10,345,055

58.3

41.7

0.3

0.0

18.0

7.9

13.7

1.8

100.0

6,910,000

4,361,698

35,128

2,878

1,926,098

841,907

1,379,557

176,130

11,271,698

61.3

38.7

0.3

0.0

17.1

7.5

12.2

1.6

100.0

△ 880,000

△ 46,643

△ 908

△ 117

△ 69,552

△ 21,460

36,684

8,710

△ 926,643

△ 12.7

△ 1.1

△ 2.6

△ 4.1

△ 3.6

△ 2.5

2.7

4.9

△ 8.2合 計

（単位：千円）

予算額 A

予 算 額 集 計 表

平
成
28
年
度
予
算

前年度対比 12.7％減
（８億８，０００万円減）
前年度対比 12.7％減

（一般会計）予 算 額
６０億３,０００万円

前年度対比 12.7％減
（８億８，０００万円減）

平平
成成
2828
年
度
予
算

年
度
予
算

年
度
予
算

年
度
予
算

年
度
予
算

『
坂
城
町
第
５
次
長
期
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画
』が
ス
タ
ー
ト

22



46,579

20,429

179,189

28年度の主な事業（単位：千円）
総 務費　725,624（歳出に占める割合：12.0％）
公共施設等総合管理計画策定業務

地域づくり活動支援事業補助

スマートコミュニティ構想事業（太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置補助含む）

トータルメディアコミュニケーション施設整備事業

ふるさと納税事業

民 生費　1,810,418（30.1%）
臨時福祉給付金給付事業（年金生活者等支援含む）

介護保険特別会計繰出金事業

後期高齢者医療保険事業

福祉医療費サポート資金貸付事業

介護・訓練等給付事業費（障がい者福祉）

児童手当事業

子ども医療給付事業

南条児童館建設事業

衛 生費　369,972（6.1%）
乳幼児健診・予防接種事業

健康増進事業（各種健診、食育・健康づくり）

塵芥処理経費（ごみ収集、葛尾組合負担金ほか）

農 林水産業費　215,494（3.6%）
農業振興費（新規就農者補助、地域営農推進ほか）

さかきワイナリー形成事業

農地費（土地改良事業ほか）

県営かんがい排水事業（六ケ郷用水ほか）

松くい虫防除対策事業

労 働費　28,223（0.5%）
移住定住・就職支援事業

商 工費　481,127（8.0%）
商工振興費・中小企業対策費

コトづくりイノベーション補助金

坂城テクノセンター支援事業

鉄の展示館事業

土 木費　822,599（13.6%）
町道A01号線道路改良事業

橋梁修繕事業

空家活用事業

花と緑のまちづくり・公園管理事業（びんぐしの里公園整備ほか）　

下水道事業特別会計繰出金

消 防費　231,569（3.8%）
常設消防費（千曲坂城消防組合負担金等）

非常備消防・消防施設費（消防団、婦人消防隊活動ほか）

教 育費　538,183（8.9%）
児童生徒支援事業

私立幼稚園補助事業（坂城幼稚園多子世帯補助ほか）

小学校費・中学校費（小中学校英語指導講師配置ほか）

坂城小学校プール改修事業

公民館事業（分館施設整備ほか）

図書館費（図書購入費・ネットワークシステム事業ほか）

生涯学習推進事業・保健体育事業

6,000

3,100

4,136

11,000

3,172

2,017

35,792

2,200

26,365

26,158

32,206

67,410

194,000

238,167

5,000

265,650

240,460

28,000

5,424

10,941

17,728

125,051

33,000

14,147

27,696

14,151

104,688

89,000

3,515

108,745

300,000

183,099

48,102

平成28年度に事業費を繰り越して、情報セキュリティ強化対策事業、さかきワイナリー形成事業、
町道A01号線道路改良事業、舗装修繕事業などを行います。

この当初予算の詳
し い 資 料 は、町
ホームページから
ダウンロードでき
ま す の で、ご 覧 く
ださい。

http://www.town.
sakaki.nagano.jp/

（単位：千円） 

平成27年度から28年度へ繰り越して行う事業

議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
公 債 費
予 備 費
合 計

28年度

91,779
725,624

1,810,418
369,972

28,223
215,494
481,127
822,599
231,569
538,183
705,012

10,000
6,030,000

1.5
12.0
30.1

6.1
0.5
3.6
8.0

13.6
3.8
8.9

11.7
0.2

100.0

△ 7,899
38,355

125,686
14,743

2,809
51,748

△ 4,268
196,025

15,223
△ 1,276,685

△ 35,737
0

△ 880,000

△ 7.9
5.6
7.5
4.2

11.1
31.6

△ 0.9
31.3

7.0
△ 70.3

△ 4.8
0.0

△ 12.7

予算額 A

目的別歳出予算内訳表（一般会計）

構成比％
比較
A－B＝C

増減率％
C／ B区 分

27年度

99,678
687,269

1,684,732
355,229

25,414
163,746
485,395
626,574
216,346

1,814,868
740,749

10,000
6,910,000

1.4
9.9

24.5
5.1
0.4
2.4
7.0
9.1
3.1

26.3
10.7

0.1
100.0

予算額 B 構成比％

386,578

3,000

27,500

7,601
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町
税
は
、
堅
調
な
推
移
を
見
込
み
、
個
人
町

民
税
は
１
・
５
％
、
法
人
町
民
税
は
38
・
９
％

の
増
加
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。
固
定
資
産
税
は
、

設
備
投
資
の
鈍
化
に
よ
る
償
却
資
産
の
減
少
か

ら
３
・
２
％
の
減
額
を
見
込
ん
で
い
ま
す
が
、

町
税
全
体
で
は
前
年
度
対
比
４
・
７
％
の
増
額

と
な
る
25
億
６
，
４
２
０
万
円
を
計
上
し
て
い

ま
す
。

　
地
方
交
付
税
は
、
税
収
増
を
見
込
む
中
で
、

３
・
８
％
の
減
と
な
る
７
億
７
千
万
円
を
見
込

ん
で
い
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
27
年
度
で
南
条
小
学
校
建
設
事

業
が
完
了
し
た
こ
と
で
、
国
庫
支
出
金
に
つ
い

て
は
10
・
９
％
の
減
、
基
金
等
か
ら
の
繰
入
金

に
つ
い
て
も
61
・
６
％
の
大
幅
な
減
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
町
税
を
は
じ
め
と
し
た
自
主
財
源
は
、
全
体

の
61
・
２
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

歳
入
一
般
会
計

2,564,198

95,605

70,658

10,804

6,001

436,185

10,000

499,351

3,692,802

54,500

1,600

11,000

5,000

280,000

5,000

5,000

770,000

1,600

565,827

314,771

322,900

2,337,198

6,030,000

2,448,049

102,668

80,739

11,021

2

1,137,316

10,000

489,600

4,279,395

56,000

3,200

6,500

1,000

250,000

5,000

5,000

800,000

1,600

634,966

290,939

576,400

2,630,605

6,910,000

35.4

1.5

1.2

0.2

0.0

16.5

0.1

7.1

62.0

0.8

0.0

0.1

0.0

3.6

0.1

0.1

11.6

0.0

9.2

4.2

8.3

38.0

100.0

116,149

△ 7,063

△ 10,081

△ 217

5,999

△ 701,131

0

9,751

△ 586,593

△ 1,500

△ 1,600

4,500

4,000

30,000

0

0

△ 30,000

0

△ 69,139

23,832

△ 253,500

△ 293,407

△ 880,000

4.7

△ 6.9

△ 12.5

△ 2.0

299,950.0

△ 61.6

0.0

2.0

△ 13.7

△ 2.7

△ 50.0

69.2

400.0

12.0

0.0

0.0

△ 3.8

0.0

△ 10.9

8.2

△ 44.0

△ 11.2

△ 12.7

自

主

財

源

依

存

財

源

合 計

区 分
28年度

予算額A 予算額B 構成比％
27年度

42.4

1.6

1.2

0.2

0.1

7.2

0.2

8.3

61.2

0.9

0.0

0.2

0.1

4.6

0.1

0.1

12.8

0.0

9.4

5.2

5.4

38.8

100.0

町 税
分担金・負担金
使用料・手数料
財 産 収 入
寄 付 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
小 計
地 方 譲 与 税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
地 方 交 付 税
交通安全対策特別交付金
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
町 債
小   計

（単位：千円）【歳入】自主財源と依存財源内訳表（一般会計）

分担金・負担金
9,561万円
（1.6％）

地方消費税交付金
2億8,000万円（4.6％）

地方譲与税
5,450万円（0.9％）

自動車取得税交付金ほか
2,920万円
（0.5％）

依存財源（※２）
38.8％

地方交付税
7億7,000万円
（12.8％）

町債
3億2,290万円
（5.4％）

国庫支出金
5億6,583万円
（9.4％）

町税
25億6,420万円
（42.4％）

繰入金
4億3,619万円
（7.2％）

自主財源（※１）
61.2％

使用料・手数料ほか
9,746万円
（1.7％）

※１自主財源
　　町 税 や 負 担 金

など、自前で賄
えるお金。

※２依存財源
　　国や県など、収

入 を 他 に 依 存
するお金。

県支出金
3億1,477万円
（5.2％）

地方交付税
7億7,000万円
（12.8％）

町債
3億2,290万円
（5.4％）

国庫支出金
5億6,583万円
（9.4％） 依存財源（※２）

38.8％

比較

A－B＝C

増減率％

C／B構成比％

諸収入
4億9,935万円
（8.3％）

諸収入
4億9,935万円
（8.3％）

※グラフは１万円未満を
　四捨五入しています。
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南
条
小
学
校
建
設
工
事
の
完
了
で
大
幅
な
減
少
と
な

る
投
資
的
経
費
で
は
、
基
幹
道
路
で
あ
る
Ａ
01
号
線
の

整
備
や
橋
梁
の
修
繕
、
公
共
下
水
道
の
整
備
な
ど
を
引

き
続
き
進
め
ま
す
。
義
務
的
経
費
の
う
ち
人
件
費
は

１
・
５
％
、
扶
助
費
は
福
祉
関
係
の
給
付
増
な
ど
に

よ
り
２
・
８
％
増
加
し
て
い
ま
す
。

　
ソ
フ
ト
事
業
で
は
、
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
人
口
減
少

に
対
応
す
る
た
め
、
空
家
情
報
バ
ン
ク
登
録
物
件
へ
の

移
住
に
際
し
て
の
片
付
け
費
用
や
リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
の

助
成
、
首
都
圏
な
ど
の
大
学
生
を

タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
町
内
企
業
の
就
職

情
報
の
発
信
な
ど
の
移
住
・
定
住

施
策
と
と
も
に
、
新
た
に
農
業
を

始
め
る
方
へ
の
家
賃
補
助
や
農
機

具
の
購
入
費
助
成
、
空
き
家
や
空

き
店
舗
を
活
用
し
て
新
た
に
商
業

を
始
め
よ
う
と
す
る
方
な
ど
に
店

舗
の
改
修
費
な
ど
を
助
成
す
る
制

度
を
創
設
し
、
産
業
の
振
興
と
雇

用
の
拡
大
を
図
り
ま
す
。

　
子
育
て
支
援
施
策
で
は
、
子
ど

も
医
療
費
の
給
付
対
象
を
中
学
生

か
ら
18
歳
に
な
る
年
度
末
ま
で
拡

大
す
る
ほ
か
、
保
育
園
に
通
う
第

３
子
以
降
の
保
育
料
を
無
料
に
す

る
と
と
も
に
、
特
色
あ
る
取
組
み

と
し
て
実
施
し
て
い
る
子
ど
も
た

ち
へ
の
外
国
語
教
育
の
継
続
や
「
教

育
・
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
」
な
ど

に
よ
る
一
層
の
細
や
か
な
支
援
体

制
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

　
ま
た
、
重
点
事
業
と
し
て
は
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
な
利
用
を

目
指
す
「
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

構
想
事
業
」
や
６
次
産
業
化
へ
の

展
開
を
目
指
す
「
さ
か
き
ワ
イ
ナ
リ
ー
形
成
事
業
」
な

ど
に
加
え
、
防
災
情
報
な
ど
が
円
滑
に
伝
達
で
き
る

〝
つ
な
が
る  

あ
ん
し
ん  

坂
城
町
〞の
構
築
を
目
指
す

「
ト
ー
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
施
設
整
備

事
業
」
に
着
手
し
、
将
来
に
目
を
向
け
た
事
業
を
引
き

続
き
推
進
し
ま
す
。

　
併
せ
て
、
障
が
い
者
の
自
立
支
援
、
高
齢
者
医
療
、

介
護
へ
の
対
応
な
ど
、
多
様
化
す
る
福
祉
施
策
に
も
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

2 5 年 度 決 算 状 況

歳
出
一
般
会
計

町長、議会議員
などの特別職及
び町職員などの
報酬、給与など

普通建設事業費
4億5,302万円
（7.5％）

投資的
経費
7.5％

義務的経費
42.7％

その他経費
49.8％

補助費等
9億6,069万円
（15.9％）

物件費
10億2,398万円
（17.0％）

繰出金
6億1,667万円
（10.2％）

普通建設事業費
災害復旧事業費
小 計
人 件 費
扶 助 費
公 債 費
小 計
物 件 費
維 持 補 修 費
補 助 費 等
積 立 金
投資・出資金
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費
小 計

投
資
的
経
費

義
務
的
経
費

そ

の

他

経

費

合 計

区 分
28年度

予算額A 構成比％
453,020

0
453,020

1,189,470
681,971
704,912

2,576,353
1,023,983

12,857
960,687

16,427
0

360,000
616,673

10,000
3,000,627
6,030,000

7.5
0.0
7.5

19.7
11.3
11.7
42.7
17.0

0.2
15.9

0.3
0.0
6.0

10.2
0.2

49.8
100.0

△ 1,069,594
0

△ 1,069,594
17,648
18,436

△ 35,737
347

61,393
3,105

93,954
5,788

0
5,000

20,007
0

189,247
△ 880,000

比較
A－B＝C

△ 70.2
0.0

△ 70.2
1.5
2.8

△ 4.8
0.0
6.4

31.8
10.8
54.4

0.0
1.4
3.4
0.0
6.7

△ 12.7

増減率％
C／B

27年度
予算額B 構成比％
1,522,614

0
1,522,614
1,171,822

663,535
740,649

2,576,006
962,590

9,752
866,733

10,639
0

355,000
596,666

10,000
2,811,380
6,910,000

22.0
0.0

22.0
17.0

9.6
10.7
37.3
14.0

0.1
12.6

0.2
0.0
5.1
8.6
0.1

40.7
100.0

【歳出】性質別内訳表（一般会計） （単位：千円）

普通建設事業費
4億5,302万円
（7.5％）

道路、橋梁、公共施設
の整備に要する経費

人件費
11億8,947万円
（19.7％）

公債費
7億491万円
（11.7％）

扶助費
6億8,197万円
（11.3％）

借金の元金や利子の
返済に充てられるお金

社会保障として医療費や障がい者
支援などに充てられるお金

消耗品、備品、使用料、
委託料などの消費的な
経費

特別会計の運営等
に一般会計から支
出する経費

各種補助事業、
団体補助、負担
金などの経費

積立金ほか
3,928万円
（0.7％）

主には中小企業振興のための
中小企業振興資金預託金

補助費等
9億6,069万円
（15.9％）

物件費
10億2,398万円
（17.0％）

繰出金
6億1,667万円
（10.2％）

貸付金
3億6,000万円
（6.0％）
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7,710

「
第
５
次
長
期
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画
」

「
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
」

「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
」

坂城町人口ビジョン

　
２
月
15
日
（
月
）、
役
場
講
堂
に

お
い
て
、
第
３
回
総
合
計
画
審
議
会

及
び
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総

合
戦
略
策
定
懇
話
会
を
開
催
し
ま
し

た
。

　
審
議
会
及
び
懇
話
会
は
、
産
業
、

教
育
・
行
政
機
関
、
金
融
、
労
働
、

言
論
な
ど
各
界
の
皆
さ
ん
で
構
成

し
、
短
期
間
で
集
中
的
に
協
議
し
て

い
た
だ
き
、「
坂
城
町
第
５
次
長
期

総
合
計
画
後
期
基
本
計
画
（
以
下
、

後
期
基
本
計
画
）」
に
つ
い
て
の
答
申

が
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
坂
城
町
人

口
ビ
ジ
ョ
ン（
以
下
、人
口
ビ
ジ
ョ
ン
）」

「
坂
城
町
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
総
合
戦
略
（
以
下
、
総
合
戦
略
）」

が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、「
後
期
基
本
計
画
」
は
、

前
期
計
画
５
か
年
の
間
に
変
化
し
た

町
を
取
り
巻
く
社
会
情
勢
や
、「
人

口
ビ
ジ
ョ
ン
」
で
示
し
た
人
口
の
将

来
展
望
へ
向
か
う
た
め
の
計
画
と
し
、

「
総
合
戦
略
」
は
、
特
に
人
口
減
少

対
策
の
た
め
の
施
策
や
、
達
成
目
標

を
盛
り
込
ん
だ
計
画
と
し
て
策
定
し

ま
し
た
。

　
人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
、
快

適
で
住
み
よ
い
環
境
を
確
保
す
る
た

め
に
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
と
の
協
働

が
不
可
欠
で
す
。
町
民
の
皆
さ
ん
と

一
体
と
な
っ
て
事
業
推
進
に
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
各
計
画
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　「
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
」
は
、
町
の
人
口

の
現
状
と
課
題
を
分
析
し
、
今
後
、

町
の
目
指
す
べ
き
将
来
の
方
向
や
人
口

の
将
来
展
望
を
示
し
た
も
の
で
、「
後

期
基
本
計
画
」
や
「
総
合
戦
略
」
を

策
定
す
る
に
あ
た
り
、
取
組
み
や
施

策
を
企
画
立
案
す
る
際
の
基
礎
資
料

と
し
た
も
の
で
す
。

　
町
で
は
、
国
勢
調
査
を
は
じ
め
と

す
る
各
種
統
計
や
町
民
の
皆
さ
ん
な

ど
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

結
果
な
ど
を
基
に
、
人
口
の
現
状
と

課
題
を
整
理
し
た
う
え
で
独
自
推
計

を
行
い
、
人
口
の
将
来
展
望
を
示
す

と
と
も
に
、
将
来
推
計
に
お
け
る
目

標
値
の
設
定
を
し
ま
し
た
。

　
国
の
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
及
び
長
野
県
の

人
口
ビ
ジ
ョ
ン
に
お
け
る
合
計
特
殊
出

生
率
の
目
標
値
を
踏
ま
え
、
転
出
超

過
か
ら
転
入
超
過
へ
転
換
す
る
こ
と

で
、「
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
を
抑

制
し
な
が
ら
２
０
４
０
年
に
人
口
１

万
３
千
人
、
２
０
６
０
年
に
お
い
て

人
口
１
万
２
千
人
の
維
持
を
目
指
す
」

と
し
て
い
ま
す
。

期間：2060年（平成72年）まで

目標 2040年
（平成52年）

目指すべき
方向

■ 坂城町で働きたいと思える雇用、就業機会をつくる
■ 町民が希望する出産、子育てを実現するための環境をつくる
■ 移住定住を促進して新たな人の流れをつくる
■ 町民が生涯にわたり住み続けたい地域をつくる

人口  １万３千人

坂城町が目指す人口の将来展望

2060年
（平成72年） 人口  １万２千人

17,000

15,000

13,000

11,000

9,000

7,000

5,000

3,000

1,000

（人）

2010
（H22）

2020
（H32）

2030
（H42）

2040
（H52）

2050
（H62）

2060
（H72）

（年）

10,759

国立社会保障・
人口問題研究所
の推計

人口の将来展望
（独自推計）

凡例
15,730

7,710

10,759

15,730
約14,300

約13,000 約12,000

坂城町

を
策
定
し
ま
し
た
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坂城町第５次長期総合計画 後期基本計画
実施期間：2016年度（平成28年度）～2020年度（平成32年度）

　
町
で
は
、
平
成
23
年
３
月
に
「
人

が
と
も
に
輝
く  

も
の
づ
く
り
の
ま

ち―

共
生
の
明
日  

自
然
・
人
・
産

業―
」
を
将
来
像
と
し
た
「
第
５
次

長
期
総
合
計
画
」（
目
標
年
次…

平

成
32
年
度
）
を
策
定
し
、
平
成
27
年

度
ま
で
の
前
期
５
か
年
に
お
い
て
様
々

な
施
策
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
間
、
町
を
取
り
巻
く
社
会
情

勢
の
変
化
も
加
速
化
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
す
る
産
業
や
経
済
、
文
化
と
い
っ
た

も
の
に
人
や
企
業
が
対
応
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
同
時
に
、
日
本
全
体
で
直
面

し
て
い
る
少
子
化
・
高
齢
化
や
都
市

部
へ
の
人
口
の
一
極
集
中
化
に
よ
る「
人

口
減
少
社
会
」
あ
る
い
は
「
地
方
の

衰
退
化
」
な
ど
の
課
題
が
浮
き
彫
り

に
な
る
な
か
、
そ
れ
ら
を
解
決
し
て
い

く
た
め
の
取
組
み
を
講
じ
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
考
慮
し
、
平
成

28
年
度
か
ら
の
後
期
５
か
年
に
向
け
、

計
画
の
内
容
を
見
直
す
と
と
も
に
、

町
と
し
て
進
む
べ
き
方
向
を
改
め
て
示

し
ま
し
た
。
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
町

内
外
の
有
識
者
で
構
成
さ
れ
た
審
議

会
や
地
区
説
明
会
な
ど
、
広
く
町
民

の
皆
さ
ん
な
ど
の
ご
意
見
を
お
聞
き
す

る
な
か
で
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
明
日
に
向
け
て
も
の
づ
く
り
に
誇
り

を
持
ち
、
す
べ
て
の
人
び
と
が
健
康
で

活
き
い
き
と
、
と
も
に
輝
く
自
律
の
ま

ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
ま
す
。

　緑豊かな山々、清く流れる千曲
川、自然と人が共生するふるさと
を舞台に、やすらぎとにぎわい、
文化の香る、人が輝きあう快適な
まちづくりに取り組みます。

　広域、産業間、産学官などの
諸々の交流を通じ、国際性と創造
性を高め、技術力と地域力が輝
く、新たな産業集積と雇用を創出
する、ものづくりを誇るまちづく
りに挑戦します。

　地方自治の理念に沿って、住民
と企業、行政が連携し、それぞれ
の役割を分担し、ともに輝く自律
と協働のまちづくりを進めるとと
もに、未来を拓く人づくりに努め
ます。

「人がともに輝く  ものづくりのまち」  －共生の明日  自然・人・産業－町の将来像

まちづくり
の主要課題

■ 自律と協働によるまちづくり
■ ものづくりへのチャレンジ
■ 人口減少、少子化・高齢化への対応

■ 環境の変化への取組み
■ 国際化への対応と産学官連携
■ 明日のまちづくりを担う人材育成

自然と人の共生 交流と創造 自律と協働

６つの基本目標（施策の大綱）

均衡のとれた土地利用／道路・交通網の整備／地域の情報化

支え合う地域福祉／きめ細やかな高齢者福祉／次代へつなぐ児童福祉／自立を支援する母子・
父子福祉／ふれあう障がい者福祉／健康づくりと保健予防／広域で連携する地域医療

多彩な展開を図る農業振興／資源を活かす林業振興／にぎわいを創出する商業振興／新たな分野を開拓する工業振興／
人が集まる観光拠点づくり／地域ブランドの創出と農商工連携／ものづくりを支える勤労者福祉

河川の保全と有効活用／花と緑のまちづくり／自然保護と環境保全／環境にやさしい景観形成／快適な住環境／循環型
社会をめざす環境衛生／公害の未然防止／安全な上水道／下水道の早急な整備／学びあう消費生活／事故ゼロに向けた
交通安全／生命を守る消防・防災／地域で進める防犯活動／治山・治水対策／エネルギー対策

生涯学習の展開／家庭とつなぐ幼児教育／生きる力と感性を育む学校教育／人権教育の推進／環境教育の充実／地域の
人材（人財）育成／地域文化の振興／生涯スポーツの振興／青少年を育むまちづくり

住民参画とコミュニティ／男女共同参画のまちづくり／世界を結ぶ国際交流／産学官連携と大学連携／連携を図る広域
行政／行財政運営

基 本 構 想
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３つの重点プロジェクト

４つの基本目標

◎問い合わせ先　【後期基本計画】  企画政策課企画調整係　☎82－3111（内線 225）  有線 88－1011
　　　　　　　　【人口ビジョン・総合戦略】  企画政策課まち創生推進室　☎82－3111（内線 241）  有線 88－1010

坂城町まち・ひと・しごと創生総合戦略
実施期間：2015年度（平成27年度）～2019年度（平成31年度）

　「
総
合
戦
略
」
は
、
町
の
最
上
位

計
画
で
あ
る
「
坂
城
町
第
５
次
長

期
総
合
計
画
」
の
基
本
理
念
や
町

の
将
来
像
、
基
本
目
標
、
施
策
体

系
等
に
準
じ
、
か
つ
、「
人
口
ビ
ジ
ョ

ン
」
に
掲
げ
た
２
０
６
０
年
に
お

け
る
人
口
の
将
来
展
望
の
実
現
に

向
け
て
、
４
つ
の
基
本
目
標
と
そ
の

目
標
値
、
ま
た
主
な
施
策
な
ど
を

ま
と
め
、
５
か
年
計
画
と
し
て
策

定
し
ま
し
た
。
こ
の
目
標
値
を
基

に
事
業
を
推
進
し
、
進
捗
状
況
を

把
握
す
る
と
と
も
に
、
施
策
・
事

業
の
検
証
・
改
善
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
（※

）

を
実
施
し
ま
す
。

　
町
の
将
来
像
を
「
地
域
の
活
力

と
暮
ら
し
の
豊
か
さ
を
創
生
す
る

坂
城
町
」
と
し
、「
モ
ノ
づ
く
り
」

を
活
か
し
な
が
ら
「
コ
ト
づ
く
り
」

を
展
開
す
る
こ
と
で
、
安
定
し
た

雇
用
や
多
様
な
就
業
機
会
を
実
現

し
て
い
き
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、若
者
、

子
育
て
世
代
、
高
齢
者
な
ど
様
々

な
町
民
が
、
心
に
ゆ
と
り
を
も
っ
て

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
を
形
成

し
、「
坂
城
町
に
住
み
た
い
・
住
み

続
け
た
い
」
と
思
え
る
町
を
目
指

し
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
実
現
に
向
け
て
、
４
つ

の
基
本
目
標
を
目
標
値
と
と
も
に

定
め
、
主
な
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事

業
と
と
も
に
、
基
本
目
標
の
達
成

に
向
け
た
施
策
を
展
開
し
ま
す
。

安定した雇用の確保と
多様な就業機会を拡大する

新規就業者数（製造業関係者）

項目

トータルメディアコミュニケーション 

「つながる  あんしん  坂城町」
構想推進事業

さかきワイナリー
形成推進事業

「坂城スマートタウン」
構想推進事業

安心・安全なまちづくりとして、
情報伝達の必要性を重視した災害
にも強い防災行政無線を導入しま
す。さらに、高齢者の新たな見守
りシステムやWi-Fiの導入につい
て検討し、町民が安心して生活で
きる環境づくりを推進します。

試験圃場の栽培管理を通して、栽
培技術の習得、品種特性の把握な
どを行い、試験醸造によるワイン
の品質評価を実施する中で、この
地域に適したワインの醸造、販売
などを通じて醸造用ぶどうの産地
化及び６次産業化への発展を推進
します。

「坂城スマートタウン」構想の実
現に向けて、町全体で創・蓄・省
エネルギーに取り組むことによ
り、エネルギーの最適利用ができ
る環境づくりを推進します。

主
な
施
策

(1) 基盤産業としての工業分野の強化
(2) 地域資源を活かした新たな産業創出支援
(3) 地域活性化をめざす新たなサービス創出支援

新規就農者数
106人／年

現状値

2人／年
120人／年
目標値（2019年度）

25人／5年

出産、子育て支援を充実して、
町内で生まれ育つ子どもたちを増やす

合計特殊出生率

項目

主
な
施
策

(1) 出産、子育ての切れ目のない支援
(2) 一人ひとりの成長を後押しする
　 教育環境の充実

1.45

現状値

1.68

目標値（2019年度）

町外への流出を抑制して、
新たな流入を増加する

社会増減（５年間平均）

項目

主
な
施
策

(1) 町内へのＵ・Ｉターンの促進
(2) 坂城町に対する人々の興味、関心の向上

77.4人減

現状値

36人減に抑制

目標値（2019年度）

生涯にわたり、安心して快適に
暮らすことができる地域をつくる

健康寿命（男）
項目

主
な
施
策

(1) 住民自治による自律した地域づくりの促進
(2) 快適な生活を実現する環境整備
(3) 地域間連携による必要な生活機能の確保
(4) 生涯いきいきと暮らすための健康促進

健康寿命（女）
78.37歳

現状値

82.43歳
長野県平均まで延伸

目標値

長野県平均まで延伸

※PDCAサイクル…Plan（計画策定）、Do（推進）、Check（点検・評価）、Action（改善）の４つの視点をプロセスの中に取り込む
ことで、プロセスを不断のサイクルとし、継続的な改善を推進するマネジメント手法。
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年
、
宮
入
小
左
衛
門
行
平
刀
匠
の
仲
介
に
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
、
故
高
倉
健
さ
ん

遺
愛
の
刀
剣
類
と
日
本
刀
専
門
書
籍
な
ど
を
再
度
、
大
々
的
に
お
披
露
目
し
ま
す
。

　鉄
の
展
示
館
が
所
蔵
す
る
高
倉
健
さ
ん
旧
蔵
刀
剣
類
を
中
心
に
、
高
倉
さ
ん
が
か

つ
て
所
蔵
し
て
い
た
日
本
刀
な
ど
を
展
示
し
、
刀
匠
と
の
交
流
、
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倉
さ
ん
の
日
本

刀
に
寄
せ
る
思
い
が
伝
わ
る
展
示
内
容
で
す
。

　本
展
開
催
中
は
宮
入
小
左
衛
門
行
平
刀
匠
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
を
予
定
し
て
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ま
す

の
で
、
展
覧
会
に
あ
わ
せ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　高倉さんが「スイスみたいだね」と語った坂
城の散歩道を、宮入小左衛門行平刀匠と一緒に
散策します。最終地の宮入鍛刀道場では、健さ
んお気に入りのお菓子とお茶をご堪能ください。

日　時　5月15日（日）、6月5日（日）
　　　　午前10時～正午（受付9時30分～）
参加費　1,000円
定　員　30名
申込み　4月15日（金）から電話にて受付
　　　　※定員になり次第締め切ります
コース　鉄の展示館～立町～大門～大宮～新町

～宮入鍛刀道場

◎問い合わせ先　鉄の展示館 ☎・有線82－1128

堀
川
國
廣

　脇
差

健さんが歩いた坂城の道「散策ツアー」

　宮入刀匠が高倉さんの思い出の作品を紹介し
ながら、展示をご案内します。

日　時　４月17日（日）、5月29日（日）
　　　　午前11時～正午
申込み　不要  ※鉄の展示館への入館が必要です

宮入刀匠のギャラリートーク
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空き家バンク登録物件の片付けやリフォーム費用の一部を補助します空き家バンク登録物件の片付けやリフォーム費用の一部を補助します

　４月から、空き家バンクに登録された物件を対象に、室内にある家財道具などの片付けやリフォーム工事にか
かった費用の一部を補助します。補助を受けるには、必ず事前の申請が必要となりますのでご注意ください。

◎申請・問い合わせ先　建設課管理係　☎82－3111（内線175）　有線88－1014

補 助 率 ・片付け、リフォーム工事ともにかかった費用の１／２（上限10万円）
　ただし、定住を目的に購入した物件をリフォームする場合は、上限50万円

補助対象者 ・空き家バンク登録物件の所有者、もしくは空き家バンクを利用して空き家を購入または借りた方

空き家バンクの利用方法 

施 工 業 者 ・【片付け】坂城町の許可を受けた一般廃棄物処理等の業者
・【リフォーム工事】坂城町に事業所を有する法人または、住所がある個人事業主

そ の 他 ・上記以外にも要件がありますので、申請をお考えの方は、事前に下記へご相談ください。

■ 空き家をお持ちの方（売りたい方・貸したい方）
空き家バンクへ次の２種類の方法により登録してください。登録後、町ホームページなどを通じて、
空き家情報を利用希望者へ提供します。

　【直接型】当事者の間で契約交渉などの全てを行う方法
　【間接型】契約交渉等を（一社）長野県宅地建物取引業協会上小・更埴支部に依頼する方法
■ 空き家を利用したい方（買いたい方・借りたい方）
　空き家バンク利用希望者として登録してください。登録後、契約交渉などを開始することができます。

有料道路時間帯割引回数券の対象時間帯を拡大します有料道路時間帯割引回数券の対象時間帯を拡大します

　町と県が連携し、「三才山トンネル・新和田トンネル・平井寺トンネル・白馬長野有料道路」を通勤・通学・
通院などで利用する坂城町民の皆さんを対象に販売している有料道路時間帯割引回数券の対象時間帯が、４月１
日から拡大します。

◎販売窓口・問い合わせ先　建設課管理係　☎82－3111（内線175）　有線88－1014

対象時間帯 【従前】朝　：午前６時～午前９時
　　　　夕方：午後５時～午後８時

購入対象者 ・時間帯割引回数券の購入申込日時点で坂城町民である方（法人は対象外）
・通勤・通学・通院等で対象となる有料道路を利用される方

販 売 枚 数 ・10枚単位で販売（１人につき１回の購入は各有料道路100枚まで）

既に回数券を購入済みの皆さんへ
回数券には従前の利用時間帯が印字されていますが、４月１日以降は、お持ちの回数券で朝（午前６時
～午前10時）、夕方（午後４時～午後９時）の利用が可能です。

【４月１日から】朝　：午前６時～午前10時
　　　　　　　　夕方：午後４時～午後９時

購 入 方 法 ・「有料道路時間帯割引回数券購入申込書」に必要事項を記入し、建設課窓口にて購入（現金
払いに限る）してください。（申込書は建設課窓口または町ホームページからダウンロード
していただけます。）
・申込みの際は、以下に記載するご本人であることが確認できるものをご持参ください。な
お、代理の方が申込む場合は、購入希望者本人の署名がある申込書と、代理の方の本人確認
できるものが必要になります。

【提示いただくご本人を確認できるもの】
●１点でよいもの…運転免許証、パスポート、個人番号カード、その他官公署が発行する写真つきの証明書
●２点必要となるもの…健康保険証、年金手帳又は年金証書、介護保険証、社員証、学生証

販 売 価 格 ・町ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
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・単年度で20万円以上の、営農上必要な農業機械及び施設などの購入費の１／３（上限20万円）
　ただし、１経営体につき１回のみ

新規就農者支援事業補助金を交付します新規就農者支援事業補助金を交付します

　町では、地域農業をさらに維持発展させていくため、定年帰農者やＵ・Ｉターンを含めた新規就農者を確保、
育成することを目的に、４月から「新規就農者支援事業補助金」を交付します。
　これは、就農してから５年以内の新規就農者や、これから就農を希望している方を対象に、賃貸住宅の住居費
や農業機械及び施設などの購入費の一部を助成するものです。詳しくは、下記までお問い合わせください。

◎申請・問い合わせ先　産業振興課産業振興係　☎82－3111（内線152）　有線88－1036

補助対象者 ・概ね65歳未満で、農業経営開始から５年以内の新規就農者及び新規就農見込みの者
　（事前に認定農業者、認定新規就農者の認定資格が必要となります）

補 助 内 容 ・上記新規就農者などが町内の賃貸住宅（住居のほか附帯施設としての駐車場・倉庫などを含
む）に居住する場合の賃貸料を助成

坂城町中小企業融資制度資金を改正します坂城町中小企業融資制度資金を改正します

　４月１日から、坂城町中小企業融資制度資金の改正が行われます。主な改正点は、以下のとおりです。

◎問い合わせ先　・産業振興課商工観光係　☎82－3111（内線154）　有線88－1037
　　　　　　　　・坂城町商工会　☎・有線82－3351    　　　　　　　　　　　　　

●住居助成事業

補 助 率 ・賃貸住宅の月額賃貸料の１／２（月額上限２万円）
　ただし、空き家バンク登録物件を借りる場合は、月額賃貸料の１／２（月額上限３万円）

補 助 内 容 ・上記新規就農者などの農業機械及び施設などの購入に対し、１回に限り助成

●農機具等購入助成事業

補 助 率

●中小企業振興資金の利率を2.5％から2.3％に引下げました

●経営安定資金に小規模企業資金（利率1.8％）を新設しました
対 象 者 ・従業員20人（商業またはサービス業（宿泊業及び娯楽業を除く）は５人以下）の小規模事業

者の方（セーフティネット保証７号該当を除く）

●中小企業振興資金における使途が設備資金の限度額条件（所要額の80％以内）を廃止しました
対 象 資 金 ・中小企業振興資金のうち、設備資金、工場移転資金、店舗近代化資金

●中小企業振興資金の既存債務借換え及び、新規の借入額が追加可能となりました

対 象 者 ・経営の安定のため長期の運転資金を必要とする方

内 容 ・中小企業振興資金（設備資金・運転資金・関連倒産防止資金・工場移転資金・店舗近代化資
金・独立開業資金）の既存債務借換え（元金１年以上返済、返済が軽減化されるもの、新規
の借入額追加可能、１回に限る）

対 象 資 金 ・中小企業振興資金（設備資金・運転資金・関連倒産防止資金・工場移転資金・店舗近代化資
金・独立開業資金）

●経営安定資金、経営安定特別資金の既存債務の借換えに新規の借入額が追加可能となりました
内 容 ・経営安定資金、経営安定特別資金の既存債務の借換え（元金１年以上返済、返済が軽減化さ

れるもの、新規の借入額追加可能、１回に限る）

※このほか、県の中小企業融資制度資金もご利用いただけます。詳しくは、下記までお問い合わせください。
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平成28年４月診療分から

高校生まで

☆平成12年４月２日～平成13年４月１日生まれ（新高校１年生）の方
　・３月末までに新しい受給者証を送付していますので、４月１日以降、医療機関（薬局）で受診される際
は、新しい受給者証を保険証と一緒に窓口へ提示してください。

　町では、子育て支援の充実を図るため、中学生までとしていた福祉医療費の支給範囲を、４月から高校生
（18歳到達後の年度末）まで拡大します。

福祉医療費の対象年齢及び支給範囲

通院分
入院分
ともに

平成28年３月診療分まで

中学生まで

※４月中旬になっても申請書や受給者証がお手元に届かない方は、福祉健康課福祉係へご連絡ください。

◎問い合わせ先　【１～５について】福祉健康課福祉係　☎82－3111（内線 132・136）　有線 88－1026・88－1028
　　　　　　　　【３の幼稚園の保育料について】教育文化課学校教育係　☎82－3111（内線 253）　有線 88－1019

　病気になった際に、早期に適切な医療機関での受診と医療費の家計への負担軽減を図るため、医療費の一部負
担金（窓口支払分）に充てる資金を、申請によりあらかじめ貸付する制度を創設しました。

対 象 者 ・福祉医療費受給資格対象者［受給者証の交付を受けている方］（子ども（18歳に到達した以降
の年度末まで）、障がい者、母子家庭の母子等、父子家庭の父子）

貸 付 金 額 ・9,000円（１回あたり）
貸 付 期 間 ・貸付を受けた日から12か月以内

返 済 方 法 ・貸付申請の際に受領委任（停止条件付相殺契約）を町と締結し、
福祉医療費給付金を貸付金の返済に充当

再 貸 付 ・貸付金の返済が終了後、新たな貸付が可能

利 用 申 請 ・「さかき福祉医療費サポート資金貸付申請書」に関係書類を添えて、福祉健康課福祉係に申請
してください。

☆平成10年４月２日～平成12年４月１日生まれ（新高校２～３年生）の方
　・３月中に送付しました「坂城町福祉医療費受給資格認定申請書」に、必要事項を記入のうえ、添付書類と
あわせて福祉健康課福祉係へご提出ください。

　・申請書をご提出いただいた方には、新しい受給者証を発行します。

高校生まで中学生まで

※詳しくは、福祉健康課福祉係へお問い合わせください。
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　町では、少子化が進む中で、子どもを産み、子育てのしやすい町を目指し、４月から第１子、第２子が小学生
以上になっても、保育園及び町内私立幼稚園に通う第３子以降の園児の保育料を無償とします。

町内保育園の保育料納付のお願い

■保育料は、保育園を運営するための大事な財源です。
■保育料の滞納は、滞納なく納めている保護者の方などに対して公平性に欠け、保育の運営を妨げる要因
となります。すべてのお子さんが安心して保育が受けられるよう、必ず期限内に納付をお願いします。
■支払いが困難な場合は、分納によるお支払いなど納付相談もお受けして
いますので、福祉健康課福祉係までご相談ください。

　ながの子ども・子育て応援県民会議（会長：長野県知事）と県内市町村では、子育て家庭が買い物などの際に
カードを提示すれば、割引など各種サービスを受けられる「ながの子育て家庭優待パスポート事業」を実施して
います。
　４月から、長野県を含め41道府県（平成28年４月現在）でも、新パスポートカードを提示することで、「全
国共通ロゴマーク」掲示店にてサービスを受けられるようになります。

新パスポートへの切替え

全国共通展開に対応した新しい
パスポートへ切替えます。

　対象のご家庭には、４月上旬までに新パスポートカードをお送りします。お手元に届きましたら、現在のパ
スポートは、各世帯にて破棄をお願いします。

《新パスポート》

対 象 者 ・町内に居住し、次のいずれにも該当する方
　（１）家族の介護を受けても自宅浴槽の入浴が困難な重度身体障がい者の方
　（２）主治医が入浴を認めた方

利用者負担 ・1,259円（１回あたり）（町民税非課税世帯、生活保護世帯は 無料 ）

　家族の介護のみでは入浴が困難な重度の身体障がい者を対象に、移動入浴車を利用した居宅での入浴サービス
を実施します。

申 請 方 法 ・「坂城町重度身体障がい者訪問入浴サービス申請書」に医療機関の診断書を添えて、福祉健
康課福祉係へ申請してください。

対 象 世 帯 ・年度末年齢18歳（平成10年４月２日生まれ）までの子どもがいる世帯
・母子手帳の交付を受けている妊婦さんがいる世帯【新規拡大】

※現在のデザインに、全国共通
マークが加わります。

保育料は、滞納しないようにしましょう！保育料は、滞納しないようにしましょう！

《現在のパスポート》
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◎申込・問い合わせ先　産業振興課商工観光係　☎82－3111（内線 153） 　有線 88－1039
　Ｅメール　shoukou@town.sakaki.nagano.jp

補 助
対象者

補 助 対 象 事 業

補助金額・補助率

補 助 期 間

提 出 書 類

・町内に主たる事務局を有し、町内中小企業者が半数以上を占めるグループまたは団体
・町内中小企業者を代表企業とし、中小企業者、大企業、大学、研究機関などの複数の

企業が集まって構成するグループ

中小企業 中小企業法で規定する中小企業者で、町内に主たる事業所を有する中小企業者

企業
グループ

・町内ニーズに対応した新製品開発などに取り組む事業
・町内資源を活用した新製品開発などに取り組む事業

限度額100万円で、補助対象経費の２分の１以内

平成28年度内

町ホームページからダウンロードしていただくか、産業振興課へご請求ください

　町では、これまでの「ものづくり」に、「創られたモノによって人や地域にどのような豊かさや価値が与えら
れるか」という視点を加えた新たな「コトづくり」への転換を推進し、町内に集積する様々な技術や知識を活か
した新たな価値創造による新製品開発などを支援します。

募 集 期 間

町内の中小企業者またはその企業グループによる新たな「コトづくり」への取組みを応援します！

ものづくり　から　コトづくり　へ第２期

◎問い合わせ先　企画政策課まち創生推進室　☎82－3111（内線 241） 　有線 88－1010

　
現
在
町
で
は
、
ワ
イ
ナ
リ
ー
形
成

事
業
の
一
環
と
し
て
、
担
い
手
と
農

業
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
と
連
携
し
な

が
ら
、
栽
培
品
種
の
適
正
試
験
及
び

栽
培
技
術
の
確
立
を
目
的
と
し
た
、

試
験
圃
場
で
の
ワ
イ
ン
用
ぶ
ど
う
の

栽
培
管
理
を
町
内
２
箇
所
で
行
っ
て

い
ま
す
。

　
昨
年
秋
に
は
、
苗
木
定
植
後
３
年

目
を
迎
え
る
な
か
、
一
定
量
の
収
穫

が
行
わ
れ
、
こ
れ
ま
で
も
栽
培
技
術

な
ど
の
指
導
を
受
け
て
き
た
サ
ン
ト

リ
ー
ワ
イ
ン
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

（
株
）
に
試
験
醸
造
を
委
託
し
、
赤
、

白
各
２
種
類
、
合
わ
せ
て
４
種
類
の

試
作
品
第
１
号
の
ワ
イ
ン
が
出
来
上

が
り
ま
し
た
。

　
今
年
２
月
に
は
、
関
係
者
を
対
象

と
し
た
懇
談
・
試
飲
会
を
開
催
し
、

サ
ン
ト
リ
ー
ワ
イ
ン
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
（
株
）
よ
り
、
ワ
イ
ン
用
ぶ
ど

う
及
び
試
作
品
の
ワ
イ
ン
の
分
析
結

果
・
品
質
評
価
な
ど
の
解
説
を
い
た

だ
く
な
か
、
参
加
し
た
皆
さ
ん
か
ら

は
高
い
評
価
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
来
年
に
は
多
く
の
皆
さ
ん
に
飲
ん

で
い
た
だ
け
る
よ
う
販
売
を
見
込
ん

で
お
り
ま
す
の
で
、
楽
し
み
に
し
て

く
だ
さ
い
。

　
今
後
は
、
６
次
産
業
化
に
向
け
た

取
組
み
と
し
て
、
商
品
開
発
、
ブ
ラ

ン
ド
化
な
ど
を
行
い
、
ワ
イ
ナ
リ
ー

創
業
へ
の
準
備
を
進
め
て
い
き
ま

す
。

ワイナリー
形成へ向けて
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◎申請先及び申請方法について　福祉健康課福祉係　☎82－3111(内線132･136)　有線 88－1026・88－1028
◎制度について　厚生労働省  給付金専用ダイヤル　☎0570－037－192（受付時間：平日  午前９時～午後６時）

「高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）」や
｢臨時福祉給付金（簡素な給付措置）｣ 、｢子育て世帯臨時特例給付金｣ の

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

支給要件

　「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢
者の方への支援をするため、『高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）』
が支給されます。

下記 2つの要件を共に満たす方が対象です。

基 準 日 平成27年１月１日
（住民票が坂城町にある方が対象です）

・高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）の支給決定が
されるまでに、支給対象者がお亡くなりになった場合は、支給の対象
外となります。

・一定の住居を持たない方で、いずれの市区町村にも住民票がない方に
ついては、基準日（平成27年１月１日）の翌日以降であっても、坂城
町で住民票の手続きを行えば、申請ができます。

・ＤＶ被害者で他の市区町村から住民票を移さずに坂城町にお住まいの
方については、坂城町で申請を受け付けることができる場合がありま
すのでご相談ください。

申 請 書 対象になると思われる方には４月中旬までに
「給付金申請書」を送付します。

【申請方法】
提出書類
　「年金生活者等支援臨時福祉給

付金（高齢者向け）申請書」に
必要事項を記入して、郵送また
は直接窓口へ提出してくださ
い。
申請期間
　４月15日（金）～８月15日（月）

【必着】

【受取方法】
　申請書にご記入いただいた指定

口座へ入金されます。
※金融機関口座が無いなどの場合

はご相談ください。
申請にあたっての留意点
・原則として、申請期間外の申請

は受け付けられません。
・申請期間や申請方法は、各市町

村により異なります。坂城町以
外が申請先となる方は、事前に
該当の市区町村にお問い合わせ
ください。

・町県民税の申告をしていない場
合、給付金の対象の適否が判定
できませんので、所得を必ず申
告するようお願いします。

市町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や警察署
（または警察相談専用電話（#9110））にご連絡ください。

①平成27年度の臨時福祉給付金の支給対象である方（要件を満たしてい
るにも関わらず、給付金を受け取っていない方も含みます。）

　※平成27年度臨時福祉給付金の支給要件は平成27年度分の町民税（均等割）
が課税されていない方です。

　ただし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は除く。

②平成29年３月31日までに65歳以上になる方（昭和27年４月１日以前
に生まれた方）

・課税されている方（他市町村在住の場合も含む。）
の扶養親族等になっている場合

・生活保護の受給者である場合　など

支 給 額 対象者１人につき　30,000円（１回限り）

年金を受給しているか否かに関わらず、２つの支給要件を満たせば
支給の対象になります。

15



　
町
で
は
、
大
切
な
松
林
の
緑
と
環

境
を
守
る
た
め
、
防
災
面
か
ら
の
防

除
対
策
を
強
化
し
、
住
民
の
健
康
へ

の
配
慮
を
基
本
と
し
て
、
次
の
よ
う

な
対
策
を
複
合
的
、
か
つ
総
合
的
に

進
め
て
い
ま
す
。

　・
伐
倒
駆
除

　・
特
別
防
除
（
空
中
散
布
）

　・
無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
散
布

　・
空
中
散
布
に
係
る
気
中
濃

度
・
河
川
水
質
な
ど
の
農

薬
安
全
確
認
調
査

　・
樹
幹
注
入

　・
枯
損
木
処
理
及
び
被
害
木

の
除
去

　・
県
関
係
機
関
と
連
携
し
た

治
山
事
業
の
推
進

　・
樹
種
転
換
及
び
ア
カ
マ
ツ

植
樹
の
取
組
み

　
特
に
、
風
致
地
区
で
あ
り
、
か
つ

急
峻
で
伐
倒
駆
除
な
ど
の
人
の
手
で

駆
除
あ
る
い
は
予
防
が
困
難
な
場
所

（
自
在
山
及
び
葛
尾
山
風
致
地
区
）

に
お
い
て
は
、
今
年
度
も
空
中
散
布

の
実
施
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
葛
尾
山
風
致
地
区
（
苅
屋

原
）
で
は
、
無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に

よ
る
散
布
も
行
う
予
定
で
す
。

　
松
く
い
虫
防
除
対
策
に
係
る
実
施

方
法
や
安
全
対
策
に
つ
い
て
の
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

日
時
　
４
月
14
日
（
木
）

　
　
　
午
後
７
時

会
場
　
役
場  

講
堂
（
３
階
）

　
健
康
へ
の
影
響
や
症
状
の
あ
る
方

は
、「
空
中
散
布
に
関
す
る
申
出
書
」

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
申
出
書

は
産
業
振
興
課
窓
口
へ
お
申
し
付
け

い
た
だ
く
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
先
　
産
業
振
興
課
農
林
整
備
係

提
出
期
限
　
５
月
31
日
（
火
）

　
今
年
６
月
５
日
に
長
野

県
を
会
場
と
し
て
行
わ
れ

る
「
第
67
回
全
国
植
樹
祭
」

の
応
援
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、

坂
城
町
植
樹
祭
を
開
催
し

ま
す
。
森
林
と
緑
に
ふ
れ
、

坂
城
町
の
魅
力
を
味
わ
っ

て
み
ま
せ
ん
か
。
大
勢
の

皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

開
催
日
　
４
月
24
日
（
日
） 

会
場
　
網
掛
地
区
　
び
ん
ぐ
し
山

　
　
　（
び
ん
ぐ
し
の
里
公
園
内
）

受
付
　
午
前
９
時
〜
９
時
30
分

　
　
　
び
ん
ぐ
し
の
里
公
園

　
　
　
野
外
ス
テ
ー
ジ
前
芝
生
広
場

植
樹
作
業
　
午
前
10
時
〜
正
午

び
ん
ぐ
し
山
に
赤
松
、
山
桜
、
山

ツ
ツ
ジ
を
植
え
ま
す
。

参
加
費
　
無
料
（
参
加
さ
れ
た
方
に

は
、
豚
汁･

お
に
ぎ
り
の
ほ
か
、

び
ん
ぐ
し
湯
さ
ん
館
入
湯
券
を
差

し
上
げ
ま
す
。）

交
通
手
段
　
植
樹
祭
用
駐
車
場
ま

た
は
循
環
バ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

【
駐
車
場
】

・
村
上
小
学
校
（
受
付
場
所
ま
で

徒
歩
）

・
坂
城
町
役
場
（
会
場
ま
で
送
迎

バ
ス
運
行
）

【
町
内
循
環
バ
ス
】

・
坂
城
駅
、
テ
ク
ノ
さ
か
き
駅
経
由

募
集
人
数
　
１
５
０
名
（
び
ん
ぐ

し
山
で
植
樹
を
し
て
み
た
い
方
、

親
子
で
林
業
体
験
を
し
た
い
方
な

ど
ど
な
た
で
も
。
先
着
順
）

申
込
期
限
　
４
月
18
日
（
月
）

※

詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

◎問い合わせ先　産業振興課農林整備係
　☎82－3111（内線 155）　有線 88－1038　FAX82－3138　Eメール　norin@town.sakaki.nagano.jp

春の
山火事予防

　４月は、野外での作業に
適したシーズンに入り、山
林への出入りが多くなる時
期と重なることもあり、年
間の山火事発生件数の半分
以上が集中しています。
　山火事の原因は、人の不
注意などによるものがほと
んどです。近年、家の庭先
や田畑の周りでのたき火か
ら山林に燃え広がる事例な
どが多くなっています。社
会共通の財産である緑の森
林を守るため、山火事予防
に心がけましょう。

説
明
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い

健
康
へ
の
影
響
や
症
状
の
あ
る

方
は
申
出
書
の
提
出
を

全国植樹祭ながの応援イベント
（承認番号26全植長第75-87号及び26全植長第85-37号）
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・長野県後期高齢者医療広域連合　☎026－229－5320　〒380－0935 長野市大字中御所79－5 NOSAI長野会館２階
・坂城町役場福祉健康課保険係　☎82－3111（内線133）　有線88－1029

▲鼠橋マレットゴルフ場

　後期高齢者医療制度の保険料率は、今後見込まれる医療費などの推計を基に２年ごと見直されます。平成
28・29年度の保険料率は、平成26・27年度と比べ、医療費などの増加が見込まれることから、長野県後期高齢
者医療広域連合議会２月定例会の議決を受け、次のとおり改正することになりました。

　
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
て
い

る
町
の
人
権
擁
護
委
員
は
次
の
６

名
で
す
。
人
権
に
関
す
る
悩
み
な

ど
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

  

町
の
人
権
擁
護
委
員
（
敬
称
略
）

　・
塚
田
安
紀
子
（
南
条
）

　・
三
橋
玲
子

　（
南
条
）

　・
若
麻
績
節
子
（
中
之
条
）

　・
田
原
茂
樹

　（
坂
城
）

　・
小
林
直
美

　（
坂
城
）

　・
小
林
晴
茂

　（
村
上
）

　
な
お
、
任
期
満
了
に
伴
い
、
関

口
文
昭
さ
ん
は
２
期
６
年
ご
尽
力

を
い
た
だ
き
ご
退
任
と
な
り
ま
し

た
。
新
た
に
、
小
林
晴
茂
さ
ん
が

委
嘱
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
法
務
局
で
は
、
女
性
や

子
ど
も
の
人
権
問
題
に
つ
い
て
専

用
電
話
を
設
置
し
、
人
権
擁
護
委

員
が
中
心
と
な
っ
て
相
談
を
受
け

て
い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘
密

は
堅
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
人
権
問
題
専
用
電
話

・
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　
☎
０
１
２
０―

０
０
７―

１
１
０

・
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０―

０
７
０―

８
１
０

　
市
町
村
振
興
宝
く
じ
の
収
益
金

を
財
源
と
し
て
い
る
、
公
益
財
団
法

人
長
野
県
市
町
村
振
興
協
会
の
地

域
活
動
助
成
事
業
を
活
用
し
て
、

鼠
橋
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場
が
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
18
ホ
ー
ル

で
ご
利
用
い
た
だ
い
て
い
た
「
ち
ょ

う
げ
ん
ぼ
う
コ
ー
ス
」
と
「
若
あ
ゆ

コ
ー
ス
」
を
、
一
部
コ
ー
ス
替
え
を

行
い
、
連
続
す
る
36
ホ
ー
ル
に
整
備

し
、
コ
ー
ス
旗
、
カ
ッ
プ
な
ど
も
新

調
。
ま
た
、
コ
ー
ス
の
備
品
と
し
て
、

掲
示
板
・
テ
ン
ト
・
草
刈
機
も
配

備
さ
れ
、
プ
レ
イ
環
境
の
充
実
も
な

さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
整
備
に
よ
り
、
２
コ
ー
ス

の
ス
ム
ー
ズ
な
ホ
ー
ル
移
動
が
可
能

と
な
り
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
気
軽
な

交
流
の
場
と
し
て
も
、
よ
り
一
層
楽

し
ん
で
ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

均 等 割 額

所 得 割 額

限 度 額

改正前

40,347円

8.10％

570,000円

改正後

40,907円

8.30％

570,000円

この改正は、後期高齢者医療制度の財政を安定
的に運営するためのものです。ご理解とご協力
をお願いします。

※所得が少ない方の保険料の軽減は継続
されます。

☆個人番号欄がある申請書・届出書などには、マイナンバーをご記入ください。
☆同じ病気で複数の医療機関を受診することは控える、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の利用相談、

生活習慣病の早期発見のための健康診査の受診など、医療機関における適正受診にご協力ください。

お問合せください。
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納
期
限
ま
で
に
最
寄
り
の
金
融
機

関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。
４
月
分
の
口
座
振
替
は
、

５
月
２
日（
月
）に
指
定
口
座
か
ら
振

替
を
し
ま
す
の
で
、
振
替
日
前
日
ま

で
に
残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
全
期
前
納
で
口
座
振
替
を

さ
れ
て
い
る
場
合
、
５
月
２
日
に
振

替
が
で
き
な
い
と
、
再
振
替
時
か
ら

自
動
的
に
期
別
納
入
に
変
わ
り
ま
す
。

　
納
付
方
法
や
口
座
の
変
更
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、
４
月
20
日（
水
）ま

で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
連
絡
・
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課
収
納
推
進
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
４
２
）

　
有
線
８
８―

１
０
３
２

　
４
月
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
交
付
時
間
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

変
更
後
の
カ
ー
ド
交
付
時
間

【
平
日
】

　
午
前
８
時
30
分
〜
11
時
10
分

　
午
後
１
時
50
分
〜
６
時
30
分

【
毎
月
第
２
・
第
４
土
曜
日
】

　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時

　※

右
記
以
外
の
土
曜
日
、
及
び
日

曜
日
、
祝
日
は
カ
ー
ド
の
交
付
を

行
い
ま
せ
ん
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
環
境
課
住
民
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
２
２
）

　
有
線
８
８―

１
０
２
２

　
農
家
の
果
樹
栽
培
に
参
加
し
て
、

育
て
る
喜
び
と
収
穫
の
感
動
、
仲
間

作
り
の
楽
し
さ
を
味
わ
っ
て
み
ま
せ

ん
か
？
個
人
で
も
グ
ル
ー
プ
で
も
構

い
ま
せ
ん
。
多
く
の
方
の
参
加
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

時
給
　
９
０
０
円

作
業
時
間
　
午
前
８
時
〜
午
後
５
時

※

右
記
時
間
帯
以
外
も
応
相
談

作
業
内
容

 

・
り
ん
ご
（
葉
摘
、
摘
果
、
花
摘
み
な
ど
）

 

・
ぶ
ど
う
（
房
こ
き
、
摘
粒
な
ど
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

坂
城
町
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー 

ア
グ
リ

サ
ポ
ー
タ
ー
事
務
局（
産
業
振
興
課
内
）

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
５
２
）

　
有
線
８
８―

１
０
３
６

　
不
妊
治
療
を
受
け
て
い
る
ご
夫
婦

に
対
し
、
医
療
保
険
が
適
用
さ
れ
な

い
医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま

す
。

　
平
成
28
年
度
（
28
年
４
月
〜
29

年
３
月
）
治
療
分
の
助
成
金
の
申
請

を
４
月
か
ら
受
付
け
ま
す
。
助
成

内
容
や
申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
申
請
に
あ
た
り
、
医
療
機

関
・
薬
局
の
領
収
書
の
添
付
が
必
要

に
な
り
ま
す
の
で
、
申
請
す
る
ま
で

の
間
、
保
管
を
お
願
い
し
ま
す
。

助
成
金
額

保
険
適
用
に
な
ら
な
い
医
療
費
の

２
分
の
１
で
、
限
度
額
は
１
年

度
10
万
円

申
請
期
限
　
平
成
29
年
３
月
末
日

◎
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
セ
ン
タ
ー

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
５
１
２
）

　
有
線
８
８―

１
０
４
７

　
行
政
不
服
審
査
法
が
改
正
さ
れ
、

行
政
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
不

服
申
立
て
制
度
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

　
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
期
間
が
、
原
則
と
し
て
60
日
以
内

か
ら
３
か
月
以
内
に
拡
大
さ
れ
、
ま

た
、
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
第
三
者

に
よ
る
審
査
会
で
審
査
を
行
う
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

　
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
行
政

処
分
の
決
定
通
知
書
に
も
不
服
申
立

て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
、
不

服
申
立
て
先
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課
総
務
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
２
１
３
）

　
有
線
８
８―

１
０
０
６

　
国
税
局
や
税
務
署
で
働
く
国
税

専
門
官
（
国
家
公
務
員
）
を
募
集

し
ま
す
。

受
験
資
格

・
昭
和
61
年
４
月
２
日
〜
平
成
７

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
者

・
平
成
７
年
４
月
２
日
以
降
生
ま

れ
で
次
に
掲
げ
る
者

(1)
大
学
を
卒
業
し
た
者
及
び
平
成

29
年
３
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業

す
る
見
込
み
の
者

(2)
人
事
院
が
(1)
に
掲
げ
る
者
と
同

等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者

試
験
の
程
度
　
大
学
卒
業
程
度

申
込
方
法

 

・【
原
則
】次
の
ア
ド
レ
ス
か
ら
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

　
　http://w

w
w

.jinji-shiken.go.

　
　jp/juken.htm

l

　
受
付
期
間

　
　
４
月
１
日
午
前
９
時
〜
13
日

 

・【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
が
で

き
な
い
場
合
】郵
送
ま
た
は
持
参

提
出
先
　
希
望
す
る
第
１
次
試

験
地
に
対
応
す
る
国
税
局
ま

た
は
沖
縄
国
税
事
務
所

　
受
付
期
間
　
４
月
１
日
〜
４
日

　※

４
月
４
日
ま
で
の
消
印
有
効

第
１
次
試
験
日
　
５
月
29
日
（
日
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
関
東
信
越
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
係

　
☎
０
４
８―

６
０
０―

３
１
１
１

　
毎
年
多
く
の
ご
参
加
を
い
た
だ

い
て
い
る
千
曲
川
ク
リ
ー
ン
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
が
今
年
も
開
催
さ
れ
ま

す
。
千
曲
川
の
美
し
い
景
観
を
守

る
た
め
、
大
勢
の
ご
参
加
を
お
願

い
し
ま
す
。

日
時
　
４
月
17
日（
日
）

　
　
　
午
前
７
時
〜
９
時

　
　
　（
受
付
６
時
45
分
〜
）

　
　
　※

雨
天
中
止

集
合
場
所

・
埴
科
頭
首
工

・
さ
か
き
千
曲
川
バ
ラ
公
園
駐
車
場

（
河
川
敷
内
）

・
鼠
橋
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場

※

ど
の
会
場
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

持
ち
物
　
軍
手
な
ど

服
装
　
作
業
の
で
き
る
服
装

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
環
境
課
環
境
保
全
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
２
５
）

　
有
線
８
８―

１
０
２
５

固
定
資
産
税（
全
期
・
第
１
期
）

納
期
限
は
５
月
２
日（
月
）
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新
緑
の
木
漏
れ
日
の
中
で
、
日
本

の
伝
統
的
な
文
化
を
体
験
す
る
「
文

化
の
館  

春
の
合
同
茶
会
」
を
開
催

し
ま
す
。
当
日
は
、
作
法
に
つ
い
て

も
や
さ
し
く
手
ほ
ど
き
し
ま
す
の
で
、

初
め
て
の
方
で
も
安
心
し
て
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

日
時
　
４
月
29
日（
金
・
祝
）

　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
２
時

場
所
　
文
化
の
館

　
　
　 

茶
室
及
び
野
点
場

内
容
　
本
席 …

江
戸
千
家

　
　
　
野
点
席 …

裏
千
家

参
加
費
　
前
売
り
券  

１
０
０
０
円

　
　
　
　
当
日
券
　  

１
２
０
０
円

※

前
売
り
券
は
、
生
涯
学
習
係
（
文

化
セ
ン
タ
ー
内
）
及
び
坂
城
町
茶

道
協
会
に
て
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
文
化
課
生
涯
学
習
係

　
☎
・
有
線
８
２―

２
０
６
９

　
長
野
地
区
に
居
住
す
る
障
が
い
者

を
対
象
と
し
た
ス
ポ
ー
ツ
大
会
を
開

催
し
ま
す
。

日
時
　
５
月
28
日（
土
）

　
　
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
２
時

場
所
　
長
野
市
営
長
野
運
動
公
園

競
技
種
目
　

【
個
人
競
技
】

１
０
０
ｍ
走
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
投

げ
、
フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク
、
マ

レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
な
ど

【
団
体
競
技
】

２
０
０
ｍ
リ
レ
ー
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー

ル
な
ど

※

そ
の
他
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
や

ス
ポ
ー
ツ
教
室
が
あ
り
ま
す
。

申
込
期
限
　
４
月
11
日（
月
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
健
康
課
福
祉
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
３
６
）

　
有
線
８
８―

１
０
２
８

　
体
を
動
か
す
こ
と
が
好
き
な
キ
ッ

ズ
大
集
合
！ 

お
友
だ
ち
と
一
緒
に
体

育
館
で
軽
い
運
動
や
、
楽
し
い
ゲ
ー

ム
を
通
じ
て
仲
良
く
ス
ポ
ー
ツ
を
し

ま
し
ょ
う
。

日
時
　
平
成
28
年
５
月
11
日
か
ら

　
　
　
平
成
29
年
３
月
８
日
ま
で

　
　
　
毎
週
水
曜
日
（
年
間
30
回
）

　
　
　
午
後
４
時
30
時
〜
５
時
30
分

場
所
　
文
化
セ
ン
タ
ー  

体
育
館

指
導
者
　
長
野
体
育
指
導
セ
ン
タ
ー
講
師

参
加
費
　
１
５
０
０
０
円

対
象
　
３
〜
５
歳
児

定
員
　
30
名
（
３
歳
児
は
若
干
名

と
な
り
ま
す
）

申
込
　
４
月
６
日（
水
）か
ら
受
付
け

ま
す
の
で
、
参
加
費
を
添

え
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
文
化
課
生
涯
学
習
係

　
☎
・
有
線
８
２―

６
３
４
９

　
歌
や
リ
ズ
ム
遊
び
を
通
じ
て
、
身

体
的
・
感
覚
的
・
知
的
に
優
れ
た
子

ど
も
を
育
て
る
楽
し
い
教
室
で
す
。

保
護
者
の
方
と
一
緒
に
参
加
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

日
時
　
平
成
28
年
５
月
11
日
か
ら

　
　
　
平
成
29
年
２
月
22
日
ま
で

　
　
　
毎
週
水
曜
日
（
年
間
40
回
）

　
　
　
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

場
所
　
文
化
セ
ン
タ
ー  

大
会
議
室

指
導
者
　
中
沢
敏
江
さ
ん

参
加
費
　
８
０
０
０
円

対
象
　
１
歳
半
〜
３
歳
児
と
そ
の
保
護
者

定
員
　
20
組

申
込
受
付
　
４
月
６
日（
水
）か
ら

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　
坂
城
町
公
民
館

　
☎
・
有
線
８
２―

６
６
３
７

　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生
法
及
び

Ａ
Ｅ
Ｄ（
自
動
体
外
式
徐
細
動
器
）

の
使
用
方
法
な
ど
を
学
び
ま
す
。

日
時
　
４
月
23
日（
土
）

・
講
習
Ⅰ

　
午
前
８
時
30
時
〜
11
時
30
分

・
講
習
Ⅱ

　
午
前
８
時
30
時
〜
午
後
０
時
30
分

場
所
　
更
埴
消
防
署

※

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　
坂
城
消
防
署

　
☎
・
有
線
８
２―

０
１
１
９

　初めて手話を学ぶ方を対象に、聴覚障がい者の生活、福祉
制度の理解を深めながら、日常会話に必要な手話の語彙や表
現技術を身に付けていただく講座です。多くの方の受講をお
待ちしています。

開講日　平成28年５月19日～平成29年２月16日
　　　　毎週木曜日　全36回
　　　　※日程の詳細は、町ホームページに掲載
時　間　午後７時～９時
場　所　千曲市役所 戸倉庁舎　４階 会議室
内　容　講義及び手話による表現・基本文法など
対象者　手話の習得により地域の聴覚障がい者と関わりを

もって活動する意欲のある町内在住または在勤の方
（高校生以上）

受講料　テキスト代　3,240円
定　員　20人（多数の場合は抽選となります。）
申込み　４月28日（木）締切
　　　　★福祉健康課窓口、または、町ホームページからダ

ウンロードした申込用紙に必要事項を記入のう
え、持参・郵送・FAX・メールで、下記までお申
込みください。

◎申込・問い合わせ先　福祉健康課福祉係
　☎82－3111（内線132・136）　有線88－1026・88－1028
　FAX82－3702　　メール  hukusi@town.sakaki.nagano.jp
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僕
が
平
成
28
年
度
生
徒
会
長
に
な
っ
て
、
早
３
ヶ

月
が
経
過
し
ま
し
た
。
僕
は
「
開
か
れ
た
坂
城
中

学
校
」を
目
標
に
生
徒
会
活
動
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

　
開
か
れ
た
学
校
と
は
何
か
、
疑
問
に
思
う
人
も

い
る
と
思
い
ま
す
が
、
僕
は
「
見
る
・
聞
く
・
感

じ
合
う
」
こ
と
だ
と
考
え
ま
し
た
。

　
そ
の
た
め
に
、
新

ア
タ
リ
マ
エ
憲
章
の
一

つ
で
も
あ
る
「
明
る
い

あ
い
さ
つ
」
を
大
切
に

し
て
い
き
た
い
で
す
。

昨
年
度
の
先
輩
方
が

創
り
上
げ
て
く
れ
た

あ
い
さ
つ
隊
を
引
き
継

ぎ
、
ア
タ
リ
マ
エ
憲
章

の
定
着
と
と
も
に
坂

城
中
学
校
を
あ
い
さ

つ
が
飛
び
交
う
学

校
に
し
て
い
き
た
い

で
す
。

　
さ
ら
に
、
校
内

放
送
の
番
組
化
を

考
え
て
い
ま
す
。

番
組
化
に
よ
っ
て
内

容
の
濃
い
放
送
に
し
、
互
い
の
情
報
を
共
有
し
合

え
る
場
の
一
つ
に
し
て
い
き
た
い
で
す
。

　
こ
の
二
つ
を
柱
に
し
な
が
ら
、
ア
タ
リ
マ
エ
憲
章

の
定
着
と
開
か
れ
た
坂
城
中
学
校
を
達
成
す
る
た

め
の
活
動
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

　
し
か
し
、
生
徒
会
役
員
の
力
だ
け
で
は
到
底
実

現
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
全
校
一
人
ひ
と
り
の

意
見
を
取
り
入
れ
、
こ
の
学
校
の
伝
統
を
受
け
継

ぎ
「
開
か
れ
た
坂
城
中
学
校
」
を
創
っ
て
い
き
た
い

で
す
。

食
育
・
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

☎
・
有
線
８
２―

２
５
５
９

坂城町交番
☎・有線82-2008

坂城中学校  生徒会長  ３年４組  木全  陸
「開かれた坂城中学校」

交通事故の防止について

　
２
月
26
日
（
金
）
の
夕
方
、
中
之
条
の
国

道
で
、
車
同
士
の
衝
突
に
よ
る
交
通
死
亡
事

故
が
発
生
し
ま
し
た
。
交
通
事
故
は
、
原

因
が
一
つ
で
は
な
く
、
幾
つ
も
重
な
り
あ
っ

て
発
生
し
ま
す
。
そ
の
原
因
の
幾
つ
か
が
排

除
で
き
れ
ば
事
故
は
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
事
故
を
起
こ
さ
な

い
よ
う
、
ま
た
事
故

の
犠
牲
に
な
ら
な
い

よ
う
、
以
下
の
こ
と

を
実
践
し
て
く
だ
さ

い
。

・
子
ど
も
に
、
道
路
で
危
険
に
な
ら
な
い

お
手
本
を
見
せ
て
く
だ
さ
い
。

・
自
転
車
に
乗
る
場
合
は
、
自
動
車
の
左

側
通
行
が
原
則
で
す
。
一
旦
停
止
場
所

で
は
必
ず
停
止
し
、
安
全
確
認
を
し
て

く
だ
さ
い
。
子
ど
も
に
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト

を
着
用
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

・
ド
ラ
イ
バ
ー
の
皆
さ
ん
は
、
大
き
な
相

手
な
ど
に
気
を
取
ら
れ
が
ち
で
す
が
、

小
さ
な
相
手
や
物
陰
な
ど
に
危
険
が
潜

ん
で
い
ま
す
。
早
め
に
危
険
を
察
知
し
、

回
避
で
き
る
優
し
い
運
転
を
心
掛
け
ま

し
ょ
う
。

　私
た
ち
の
舌
（
味
覚
）
は
、「
食
べ
る
」

と
い
う
行
為
を
支
え
る
大
切
な
働
き
を

し
て
い
ま
す
。
舌
に
異
常
が
生
じ
る
と
、

食
べ
物
の
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
り
、

塩
辛
い
味
や
濃
い
味
で
な
い
と
満
足
で

き
な
く
な
っ
た
り
し
て
、
引
い
て
は
健

康
を
害
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね

ま
せ
ん
。
舌
の
健
康
を
守
る
た
め
に
次

の
こ
と
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

・
料
理
は
薄
味
を
心
が
け
る

・
よ
く
か
ん
で
味
わ
っ
て
食
べ
る

・
偏
食
を
し
な
い

・
外
食
や
加
工
食
品
に
頼
り
す
ぎ

な
い

・
辛
す
ぎ
る
も
の
、熱
す
ぎ
る
も

の
は
避
け
る

・
亜
鉛
を
含
む
食
品（
か
き
、ほ
た
て
貝
、す
る
め
、小
魚

類
、卵
、凍
り
豆
腐
、ま
い
た
け
、わ
か
め
、チ
ー
ズ
、ご

ま
な
ど
）を
意
識
し
て
と
る

・
食
べ
た
後
は
し
っ
か
り
歯
み
が
き
を
す
る

・
い
つ
も
口
が
開
い
て
い
て
、鼻
で
な
く
、口
で
呼
吸
を

し
て
い
な
い
か
気
を
つ
け
る

▶
あ
い
さ
つ
隊
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水分補給のお茶、おむつ、おしりふき、
お手ふき、ティッシュ、着替え、ゴミ袋

◇平　日　　　　　 午前９時～正午・午後２時～４時 30 分
◇第２・第４土曜日　午前９時～正午

○赤ちゃん小組…毎週水曜日
なかよしリズムや季節の製作、散歩など親子で
楽しんでいます。
○いっぱい遊ぼうぐりとぐら…第２・４金曜日
親子の遊びやお散歩、ママのリフレッシュな
ど、楽しい活動をしています。
○スコーレ母親教室…第２火曜
講師を囲み、子育てについてお話や勉強会をし
ています。お子さん連れの参加も大歓迎。

　牛乳パックの椅子作りに家族で参
加しました。ママが椅子の製作をが
んばっている間、パパとボール投げ
をして楽しみました。パパとは土日
にしか遊べないので、追いかけっこ
やかくれんぼなど体を動かして遊ぶ
ことが多いそうです。「元気で、大
きく育って！」がパパの願いです。

　子育て支援センターは、自由
遊びや子育てグループ活動で、
また親子で楽しめる行事への参
加で、多くの皆さんに利用して
いただいています。
　子育てをがんばっているママ
やパパ、協力者の育ばぁばや育
じぃじを応援していきますので、
初めての方も気軽にお出かけく
ださい。センターの場所は右記
の地図をご覧ください。

昭
和
橋

坂城

日
名

沢
川

坂城
小学校
坂城
小学校

坂城駅
坂城町
役場

坂城
大橋

田町

18

坂城
郵便局

子育て
支援センター
（坂城保育園２階）

田町
十王堂

　牛乳パックの椅子作りに家族で参　牛乳パックの椅子作りに家族で参　牛乳パックの椅子作りに家族で参　牛乳パックの椅子作りに家族で参　牛乳パックの椅子作りに家族で参
加しました。ママが椅子の製作をが加しました。ママが椅子の製作をが加しました。ママが椅子の製作をが加しました。ママが椅子の製作をが加しました。ママが椅子の製作をが加しました。ママが椅子の製作をが加しました。ママが椅子の製作をが加しました。ママが椅子の製作をが加しました。ママが椅子の製作をが加しました。ママが椅子の製作をが
んばっている間、パパとボール投げんばっている間、パパとボール投げんばっている間、パパとボール投げんばっている間、パパとボール投げんばっている間、パパとボール投げ
をして楽しみました。パパとは土日をして楽しみました。パパとは土日をして楽しみました。パパとは土日をして楽しみました。パパとは土日をして楽しみました。パパとは土日

小学校小学校小学校小学校小学校小学校小学校

田町
十王堂

子育てサークル（活動時間：午前10時～正午）

○親子の会…第４（２）土曜日
子どもの発達などで心配があるので誰かに聞い
てほしい、相談をしたいなど、悩んでいる方は
気軽に参加してみてください。親同士で気がね
なく情報交換をしたり、アドバイスを受けたり
できます。年に２回、外部の先生を迎えての勉
強会も好評です。子どもたちは遊びで交流をし
ます。（幼児～中学生の親子が対象です）

親子の会（時間：午前９時30分～正午）
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４月
３日（日）

10 日（日）

17 日（日）

24 日（日）

29 日（金）

５月
１日（日）

とも泌尿器科クリニック
鴇沢眼科
長野寿光会上山田病院歯科室

安里医院
千曲中央病院
あんず歯科クリニック

村上堂大井クリニック
かつの耳鼻咽喉科
千曲中央病院 歯科

やまざき医院
稲荷山医療福祉センター
渡辺歯科医院

かいぬま耳鼻咽喉科医院
千曲中央病院
柳沢歯科医院

二階堂医院
菅谷東クリニック
宮坂歯科医院

【 千 曲 市 磯 部 】
【 千 曲 市 屋 代 】
【千曲市上山田温泉】

【 千 曲 市 内 川 】
【千曲市杭瀬下】
【 千 曲 市 須 坂 】

【 網 掛 】
【 千 曲 市 粟 佐 】
【千曲市杭瀬下】

【千曲市上徳間】
【千曲市野高場】
【千曲市稲荷山】

【 千 曲 市 内 川 】
【千曲市杭瀬下】
【千曲市稲荷山】

【 千 曲 市 磯 部 】
【 千 曲 市 粟 佐 】
【 千 曲 市 小 島 】

☎(026)261-5815
☎(026)272-0031
☎(026)276-0300

☎(026)275-7800
☎(026)273-1212
☎(026)214-6654

☎ 8 1 - 3 1 3 1
☎(026)274-3387
☎(026)273-2130

☎(026)276-2700
☎(026)272-1435
☎(026)272-1313

☎(026)275-3341
☎(026)273-1212
☎(026)273-5638

☎(026)275-5582
☎(026)272-0493
☎(026)272-0133

①粗大ごみ、家電６品目（有料）
②資源物のサンデーリサイクル
　（び ん・缶・ペ ッ ト ボ ト ル・プ ラ

スチック容器包装・紙類等）
③小型家電の無料回収

３日（日）、17 日（日） 午前８時 30 分～ 10 時
坂城町役場　北側駐車場

診療時間　医科：午前９時～午後５時　歯科：午前９時～正午

※都合により変更になる場合がありますので、当番医を利用される
場合は、電話・新聞などでご確認ください。

実施場所：保健センター
☎82-3111（内線 511、512）有線 88-1047

健　診

４か月児健康診査

７か月児健康相談

10か月児健康相談

１才児健康相談

１才６か月児健康診査

対　象　児

平成27年12月生

平成27年９月生

平成27年６月生

平成27年２月生～３月生

平成26年８月生～９月生

受　付　日　時

22日（金）午後１時

13日（水）午前９時

12日（火）午前９時

19日（火）午前９時

15日（金）午後１時

■平成27年２月分　168.80ｔ
■平成28年２月分　180.16ｔ

家庭から収集所へ出される量と
直接葛尾組合に出される量の合計

９日（土）
午前９時～正午
文化センター相談室

社 協
結婚相談

心配ごと
相 談

11日（月）、20日（水）
午前９時～正午
役場第４会議室（３階）

11 日は弁護士、20 日は司法書士による法律相談を合
わせて開設。法律相談をご希望の場合は、原則前日
までに社会福祉協議会【☎・有線 82-2551】へ予約
してください。（ただし、当日受付が可能な場合あり）

15日（金） 午前９時～正午
役場第５会議室（３階）行政相談

年金相談 20日（水） 午前９時～午後４時
役場第３会議室（３階）

相談をご希望の場合は、４月12日（火）までに住民
環 境 課 住 民 係 【 ☎ 8 2 - 3 1 1 1 （ 内 線 1 2 2 ） 有 線
88-1022】へお申込みください。

13日（水） 、27日（水）
午後１時30分～４時
役場第５会議室（３階）

障がい者（児）
相 談
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３日（日）

６日（水）

10日（日）

12日（火）

17日（日）

20日（水）

21日（木）

24日（日）

27日（水）

楽しい民話

税務署だより

楽しい民話

信号は赤です

楽しい民話

こちら119番

川　　柳

楽しい民話

明るい消費生活

巫女の岩
込山　岡田由貴子さん
確定申告が間違っていた時

上田税務署
でいらんぼう

金井　青木典子さん
交通事故防止
坂城町交番　

笄の渡しと女涙坂
鼠　玉井かつ子さん

林野火災の防止
消防署

ＪＡ文芸から
選者　小宮山正雄さん

とりのみじいさん
旭ヶ丘　中村秀子さん
最近の消費生活相談から
北信消費生活センター

町立図書館：☎・有線 82－3371　開館時間：午前 10 時～午後６時

が休館

日にち 番組名 内容／出演

朝：午前７時　昼：午後０時30分　夜：午後８時
午後５時 30 分

月
　
４
11
18
25

土
２
９
16
23
30

☆おはなし会　午前 11 時～
　９日（土）２階・集会室、23 日（土）１階・畳スペース
☆点字・点訳講座
　５日（火）、19 日（火）午後２時～　講師：山口静枝さん

操作方法は     　・    　・９ ４ チャンネル番組
終了するときは     　・    　・９ ４ ０
チャンネル番組 ２

３
…ＦＭ長野

…ＮＨＫ・ＦＭ

◎問い合わせ先　有線本部
　☎82－3111（内線 222）有線 88－1000

平成28年３月１日現在
※（　　）は前月比

世帯数：  6,076世帯（＋  2）
人　口： 15,439人    （－38）
　男　：  7,599人　（－18）
　女　：  7,840人　（－20）

件　数：　　  3件
累　計：　　  9件　（＋  2）
死　者：　　  1人
累　計：　　  1人　（＋  1）
負傷者：　　  3人
累　計：　　11人　（±  0）

平成28年２月中
※累計は１月から
　（　　）は前年比

水
　
６
13
20
27

金
１
８
15
22
29

☆児童図書
・あしたがすき　釜石「こすもす公園」きぼうの壁画ものがたり
　（文：指田  和　絵：阿部恭子／ポプラ社）
・その道のプロに聞く　生きものの持ちかた
　（著：松橋利光／大和書房）

２月には、一般書147冊、児童書87冊が入りました。
町ホームページで新着図書のリストが見られます。

☆一般図書
・しいたけブラザーズ
　日本一のしいたけ栽培に命を懸ける横田三兄弟物語
　（著：藤本美郷／飛鳥新社）
・新版  孫育ての時間　祖父母に贈るはじめての育孫書
　（編：山縣威日、中山真由美／吉備人出版）

真田信繁　幸村と呼ばれた男の真実
（著：平山  優／ KADOKAWA）

大河ドラマ「真田丸」の時代考証を務める
著者が、１年２か月にわたって、再度史料
を読み込み、前著「真田三代」では書き切
れなかった信繁についてまとめた力作。ど
こまでが史料から証明される事実かが明確
に書かれているので、ここまでは真実ここ
からは創作と大河ドラマをより面白く見る
ことができる。わかりやすく、信繁の生涯
がすっきりと頭に入る。

☆おすすめの本

木
　
７
14
21
28

火
　
５
12
19
26

日
　
３
10
17
24

月に４日～６日、土日に働ける方を募集します。
詳しくは、町立図書館までお問い合わせください。

23



■編集・発行　〒389-0692 長野県埴科郡坂城町大字坂城10050
　　　　　　  坂城町役場企画政策課
　　　　　　  ☎ 0268-82-3111　FAX 0268-82-8307
■印　  　刷　滝沢印刷合同会社

「広報さかき」へのご意見・ご要望を
お寄せください

2016 年
4月
号

No.469

　４月１日（金）から、所有者ごとその所有する土地・家屋・
償却資産が記載されている平成28年度の固定資産税課税台帳
を、所有者ご本人、借地･借家人の方などが閲覧できます。閲
覧をご希望の方は、総務課税務係窓口で申請してください。
申請に必要なもの
・本人確認書類、印鑑
・借地・借家人の方が申請する場合は、対象となる
土地または家屋が明記された賃貸借契約書
・代理の方が申請する場合は、委任状
閲覧手数料　１件　300円
無料閲覧期間　４月１日（金）～５月２日（月）
※上記期間は、手数料がかからず閲覧ができます。（ただし、写しが
必要な場合は、コピー代（１枚10円）がかかります。）

小宮山  泉
副団長

分団
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
ラッパ

分団長
重倉直也
三井佑輔
宮下和希
三井　淳
中沢恵太
宮原　勉
古沢　剛
磯野　真
金子俊一
庄田純一
山岸輝基
関　運平

担当地区
鼠・新地
金井
入横尾・泉・町横尾
中之条
四ツ屋・御所沢・田町・戌久保
南日名・北日名・和平
横町・立町・込山・旭ヶ丘
日名沢・大宮・新町・坂端・苅屋原
網掛・小網・月見
上五明
上平
本部付

新団長・副団長・分団長を
紹介します

坂城町消防団新体制

　平成28年度固定資産税は、平成28年１月１日時点の土地・家屋・償却資
産の所有者の方に納めていただきます（年の途中で所有権の移転があって
も月割、日割にはなりません）。納税通知書は、４月中旬に発送する予定
です。課税明細書をご確認いただき、ご不明な点がございましたら、総務
課税務係へお問い合わせください。

第１期　５月２日（月）
第２期　８月１日（月）
第３期　９月30日（金）
第４期　11月30日（水）

　坂城町の固定資産税の納税者の方
は、町内全ての土地・家屋の固定資
産税評価額を縦覧することができま
す。縦覧をご希望の方は、総務課税
務係窓口で申請してください。
申請に必要なもの
・納税通知書、本人確認書類、印鑑
・代理の方が申請する場合は、委任
状
手数料　無料
　※写しの交付はできません
縦覧期間
　４月１日（金）～５月２日（月）

◎問い合わせ先　総務課税務係
　☎82－3111（内線143・144）
　有線88－1033・88－1034

　
３
月
22
日
（
火
）、
役
場
講
堂

で
、
平
成
28
年
度
の
消
防
団
合

同
任
命
式
が
開
か
れ
、
新
団
長

と
し
て
川
島
金
治
さ
ん
が
町
長

か
ら
任
命
を
受
け
、
ま
た
、
副

団
長
、
分
団
長
、
副
分
団
長
、

班
長
の
皆
さ
ん
と
、
新
入
団
員

の
皆
さ
ん
が
、
川
島
新
団
長
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
任
命
を
受
け
ま
し

た
。
本
部
、
各
分
団
新
体
制
の

も
と
、
町
民
の
安
心
・
安
全
な

生
活
を
守
る
た
め
活
動
し
て
い

き
ま
す
。

長谷川  修
副団長

川島  金治
団長

※敬称略

登録型情報メール
配信サービス

登録をご希望の方は、ＱＲコードからアクセスするか次のメール
アドレスへ空メールを送信してください。　t-sakaki@sg-m.jp
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